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現在の加算の種類

①介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ

②介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ

③介護職員等ベースアップ等支援加算

令
和
６
年
６
月
以
降
、

①~
③
は
一
本
化
を
行
う
。



兵庫県➤介護職員処遇改善支援補助金（令和6年2月から5月）について
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05./shogukaizen./hozyokin.html













令和6年度以降の計画書の提出について
厚生労働省より、処遇改善計画等の様式見直しに伴い、令和6年度の当該加算における改善計画書につい
ては、「4月及び令和6年5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定」と事務連絡
が発出されました。


